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（１）次に掲げる事例であって、かつ、次号アからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を申し出た場合には、当該申出を行った者（以下「申出者」という。）については、基準日時点で北見市の住民基本台帳に記録されていない場合にも、当該申出者の給付金を北見市から支給する。
ア　配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所 一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。）又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において北見市に住民票を移していない者
イ　親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
（２）申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア　申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
イ　婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や行政機関や関係機関と連携してＤＶ被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
ウ　基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ　アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合 ※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。






